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24 年－ 25 警 察 八橋警察署御来屋駐在所の建替えについて 大山町のぞみ区
(24. 11.22) 区長 野 川 伸 幸▲

陳情理由 （西伯郡大山町御来屋 103 － 2）
住民の安心・安全を確保することは、行政最大の使命であり、

その中でも警察は、駐在所を通じて地元に根ざした活動を行い、
地域住民からの信望も厚く、長年にわたり地域の安心・安全に
多大なる貢献を果たしてきた。

しかしながら、今日の犯罪件数の増加・多様化にも関わらず、
合理性・効率性のための駐在所等の再編により、警察は地域か
ら遠ざかりつつあるように感じられる。

鳥取県警察本部公表の資料によると、大山町における刑法犯
認知件数は、平成 22 年の 46 件が平成 23 年は 89 件、窃盗犯認
知件数は平成 22 年の 37 件が平成 23 年は 73 件と急増している。

また、激務を遂行する警察官の中でも駐在所警察官は、駐在
所が交番兼自宅であり、公私を分ける休息は決して多くはない。
そして、家族と共に日常を過ごす駐在所では、警察官の不在時
に来客・電話等があれば、配偶者を主とする家族が応対しなけ
ればならず、捜査等のために警察官が来所すれば居住空間を開
放する場合等もあり、その家族の負担も多大なものだと察する。

それにも関わらず、御来屋駐在所は建物の著しい老朽化によ
り、その居住空間も蝕まれ、警察官の限られた僅かな休息の時
間にも心を落ち着かせることができず、安定した駐在所運営に
支障が出るのではと地域住民の心配は絶えない。

そして、県内の駐在所は、９警察署に 87 ヵ所あり、築後 25
年以上経過し、老朽・狭隘化した駐在所について、順次建替え
整備が行われているが、昭和 61 年３月に建設された御来屋駐
在所も築後約 27 年が経過しようとしている。

御来屋駐在所より築後年数が経過している古い駐在所は、県
内に 16 ヵ所、八橋警察署内に１ヵ所あることは承知している
が、現状を鑑みても、シロアリ被害で十数本の柱や居住空間の



床下が蝕まれ、周辺住居への被害拡大も懸念されている当該駐
在所について、この度、下記の事項を速やかに検討されるよう
強く陳情する。

▲

陳情要旨
地域住民の安全・安心をより安定的に保障するため、八橋警

察署御来屋駐在所は、現在の所在地付近で早急に建設地を選定
し、建替え計画を進めること。


